
 令和２年４月８日 

保護者の皆様へ 

 横浜市教育委員会 

横浜市立瀬谷第二学校 

                             校長 渡辺 正規 

 

緊急事態宣言の発令に伴う市立学校における一斉臨時休業についてのお願い 

 

 先日、「市立学校における一斉臨時休業についてのお願い」で、一斉臨時休業が４月２０

日までとお知らせしましたが、この度の緊急事態宣言を受けて、県の教育委員会から、県

内市町村の公立学校の対応について要請がありました。これを踏まえて、横浜市立学校で

は一斉臨時休業期間を５月６日まで延長することとなりました。なお、その間「緊急受入

れ」「校庭開放」は実施しますが、「登校日」については当面の間、実施を見合わせますの

で、ご承知おきください。 

 

 

 

   ※ 一斉臨時休業期間における情勢の変動等により、休業期間を延長する場合があります。 

４月 ８日（水）～４月１０日（金）８:４０～１２:００（昼食なし） 

４月 13日（月）～4月２０日（月）８：４０～１３：３０（昼食あり） 

4月 21日（火）～5月 6日（水）８：４０～１２：００（昼食なし） 

（土・日・祝日を除く） 

〇１～４年生及び個別支援学級（全学年）の児童のうち、保護者の就業、その他家庭

での対応が困難な場合について、「緊急受入れ」を実施します。 

〇１年生は、原則として保護者等の送迎をお願いします。 

〇学習に必要なもの（筆記用具、自習するためのドリル等）健康観察票を持たせてく             

ださい。 

 

4月 17日（金）4月 24日（金） 

１～３年生は９:００～１０:００  ４～６年生は１０:３０～１１:３０ 

〇全学年が対象です。緊急受入れで登校している児童も対象になります。 

 

 

  

〇お子さんの健康面や生活面、学習面について、学校に相談したいことがある場合

は、ご連絡（電話 301-0400）ください。 

〇５月７日（木）以降のことは後日お知らせします。学校や横浜市教育委員会Ｗｅｂ

ページ等でも最新の情報をご覧ください。 

〇学習の支援として、教育委員会から配信されている動画（横浜市教育委員会 Webペ

ージ）を見ることができます。詳しくは、「動画配信のお知らせ」をご覧ください。

また、今年度配布された教科書を参考にして事前学習に取り組んでみてください。 

 

   ４月８日（水）から５月６日（水）まで 

 

臨時休業期間 

緊急受入れ 

校庭開放 

その他 


